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は
じ
め
に

　

近
世
初
頭
の
関
東
浦
賀
湊
は
、
徳
川
家
康
の
外
交
政
策
に
よ
り
東

国
一
の
国
際
貿
易
港
と
し
て
開
か
れ
、
船
奉
行
向
井
政
綱
や
英
人
ウ

イ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
の
も
と
、
ス
ペ
イ
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ

ス
人
が
在
留
し
、
我
々
の
想
像
を
遥
か
に
越
え
た
賑
わ
い
を
見
せ
て

い
た
。
家
康
が
、
未
だ
公
権
を
確
立
し
て
い
な
い
当
時
、
江
戸
城
に

近
い
浦
賀
を
貿
易
港
と
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ

も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
頃
の
日
本
の
貿
易
商
人
は
、
誰
ひ
と
り
記
録
を
残
す
者
は
い

な
か
っ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
在
日
宣
教
師
が
、
驚
く

ほ
ど
詳
細
に
日
本
の
情
報
を
本
国
に
報
告
し
て
い
る
。
彼
ら
の
記
録

を
そ
の
ま
ま
事
実
と
し
て
捉
え
る
訳
に
は
い
か
な
い
が
、
浦
賀
外
交

を
検
証
し
て
い
く
た
め
に
は
、
彼
ら
の
記
録
と
断
片
的
な
日
本
側
史

料
を
、
丹
念
に
照
合
し
て
い
か
ね
ば
、
探
求
で
き
な
い
の
が
実
状
で

あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
、
家
康
が
浦
賀
湊
の
開
港
を
志
向
・
意

図
し
た
も
の
は
奈
辺
に
あ
っ
た
の
か
、
何
故
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ア
ダ

ム
ス
を
外
交
顧
問
に
抱
え
た
の
か
、
そ
し
て
船
奉
行
向
井
氏
が
、
ど

う
浦
賀
貿
易
に
関
わ
っ
た
の
か
述
べ
て
み
た
い
。

ス
ペ
イ
ン
人
鉱
夫
招
聘
の
要
請

　

徳
川
家
康
は
、
豊
臣
秀
吉
の
没
後
、
僅
か
三
か
月
後
の
慶
長
三
年

〈
論　

文
〉

　
　

ス
ペ
イ
ン
外
交
と
浦
賀
湊 

鈴
木　

か
ほ
る
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（
一
五
九
八
）
十
一
月
、
秀
吉
時
代
か
ら
貿
易
交
渉
の
経
験
を
持
つ
、

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
宣
教
師
ジ
ェ
ロ
ニ
モ
・
デ
・
ジ
エ
ズ
ス
を
招
き
、

浦
賀
湊
に
ス
ペ
イ
ン
商
船
を
寄
港
さ
せ
る
よ
う
交
渉
し
た
。
家
康
の

交
渉
は
、
単
な
る
貿
易
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
西イ
ス
パ
ニ
ヤ

班
牙
式

の
造
船
技
師
、
お
よ
び
鉱
山
技
師
の
招し
ょ
う
へ
い聘に
あ
っ
た
⑴
。

　

こ
の
頃
、
我
が
国
の
金
銀
山
の
採
掘
に
用
い
て
い
た
金
銀
製
錬
法

は
、
た
い
へ
ん
不
能
率
な
灰は
い
ぶ
き吹
法
で
あ
り
、
み
す
み
す
損
失
を
招
い

て
い
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
が
、
メ
キ
シ
コ
や
ペ
ル
ー
（
共
に
ス
ペ
イ
ン

領
）
で
用
い
て
い
た
ア
マ
ル
ガ
ム
法
（
混
汞こ
う

法
）
は
、
水
銀
を
接
触

さ
せ
て
金
銀
を
回
収
す
る
画
期
的
な
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
メ

キ
シ
コ
は
多
量
の
金
銀
を
得
て
い
た
。
家
康
は
経
済
政
策
を
進
め
て

い
く
上
で
、
こ
の
新
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で

あ
っ
た
。

　

造
船
技
術
に
し
て
も
、
我
が
国
の
大
船
と
い
え
ば
、
秀
吉
が
九
鬼

水
軍
に
造
ら
せ
た
安
宅
船
く
ら
い
で
あ
り
、
こ
れ
な
ど
は
、
と
て
も

太
平
洋
の
荒
波
に
耐
え
る
代
物
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
引
き
か
え

ス
ペ
イ
ン
国
は
、
大
海
原
の
航
海
に
耐
え
る
大
型
帆
船
の
建
造
技
術

を
持
ち
、
そ
れ
は
主
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
領
マ
ニ
ラ
で
建
造
さ
れ
て
い

た
。
日
本
国
が
、
東
ア
ジ
ア
の
国
々
と
通
商
し
て
い
く
た
め
に
は
、

大
船
の
造
船
技
術
の
導
入
も
ま
た
、
急
務
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
関

東
布
教
を
黙
認
し
た
。
そ
れ
は
、
ス
ペ
イ
ン
が
商
売
と
布
教
が
一
体

化
し
た
理
念
を
持
つ
国
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ジ
エ
ズ
ス
は
、
造
船
・
鉱
山
技
師
の
派
遣
は
自
分
の
権

限
外
で
あ
り
、
本
国
ス
ペ
イ
ン
お
よ
び
メ
キ
シ
コ
総
督
の
許
可
を
得

ね
ば
な
ら
ぬ
と
回
答
し
た
の
で
あ
る
⑵
。

三
浦
按
針
の
重
用

　

家
康
の
対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
の
最
大
の
ネ
ッ
ク
は
、
言
語
で
あ
る
。

家
康
の
ブ
レ
ー
ン
に
は
、事
実
上
の
外
交
担
当
の
老
中
本
多
正
信
や
、

金
座
頭
の
後
藤
庄
三
郎
が
い
た
が
、
ラ
テ
ン
語
が
通
じ
る
側
近
は
な

く
、
交
渉
は
遅
々
と
し
て
進
展
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
下

に
、
奇
し
く
も
家
康
の
面
前
に
現
わ
れ
た
の
が
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
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ム
ス
で
あ
る
。
彼
は
、
大
型
帆
船
の
造
船
技
術
を
持
ち
、
航
海
が
堪

能
で
、
西
洋
の
政
情
の
み
な
ら
ず
、
天
文
学
・
幾
何
学
・
地
理
学
に

通
じ
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
語
・
ラ
テ
ン
語
に
も
通
じ
た
。
家
康
に
と
っ
て
、

正
に
「
救
い
の
星
」
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　

日
本
史
上
、
為
政
者
が
外
国
人
を
側
近
と
し
て
抱
え
た
例
が
な
い

中
、
ア
ダ
ム
ス
（
以
下
三
浦
按
針
と
記
す
）
を
外
交
顧
問
と
し
て
寵

遇
し
、
江
戸
邸
の
ほ
か
、
浦
賀
湊
に
屋
敷
を
与
え
、
浦
賀
に
近
い
逸へ

見み

に
も
屋
敷
を
与
え
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
の
た
め

で
は
な
く
、
対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
の
た
め
で
あ
る
。
逸
見
の
采
地
二
二

〇
石
は
、
そ
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
く
た
め
の
報
酬
で
あ
る
。
で
な

け
れ
ば
、
同
じ
外
交
顧
問
と
し
て
雇
用
し
た
ヤ
ン
・
ヨ
ー
ス
テ
ン
の

よ
う
に
、
江
戸
邸
の
み
与
え
れ
ば
、
用
は
足
り
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
。

朱
印
船
制
度
の
創
設

　

こ
の
頃
の
日
本
人
は
、
東
ア
ジ
ア
へ
自
由
に
渡
航
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
も
ま
た
日
本
へ
の
出
入
り
は
自
由
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
私

貿
易
船
は
、
一
見
、
理
想
的
に
も
見
え
る
が
、
彼
ら
日
本
人
は
、
八

幡
大
菩
薩
の
船
旗
を
立
て
て
渡
航
し
、
利
益
を
得
ら
れ
な
い
と
沿
岸

を
略
奪
し
、
八ば

幡は
ん

船
と
呼
ば
れ
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。

　

徳
川
家
康
は
、
マ
ニ
ラ
で
非
義
を
作
る
八
幡
船
が
後
を
絶
た
な
い

報
告
を
受
け
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
の
要
請
に
よ
り
、
慶
長
六
年
正
月
、

公
貿
易
船
で
あ
る
こ
と
を
区
別
す
る
た
め
、
マ
ニ
ラ
渡
海
の
朱
印
状

を
発
給
し
た
。
こ
れ
が
家
康
の
朱
印
船
制
度
の
創
設
で
あ
る
⑶
。

つ
ま
り
、家
康
の
朱
印
船
制
度
は
、対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
が
契
機
と
な
っ

て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。　

ス
ペ
イ
ン
船
漂
着

　

当
時
、マ
ニ
ラ
か
ら
メ
キ
シ
コ
へ
向
か
う
ガ
レ
オ
ン
船
の
出
航
は
、

六
月
下
旬
に
吹
き
始
め
る
初
期
の
南
西
風
に
乗
っ
て
日
本
近
海
を
東

進
し
、
太
平
洋
貿
易
の
拠
点
ア
カ
プ
ル
コ
港
へ
向
か
う
の
が
常
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
少
し
で
も
出
航
が
遅
れ
る
と
、
台
風
に
遭
遇
す

る
危
険
が
甚
だ
多
く
、
土
佐
清
水
港
や
浦
戸
港
・
豊
後
の
港
な
ど
に
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漂
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

マ
ニ
ラ
か
ら
メ
キ
シ
コ
に
赴
く
ス
ペ
イ
ン
船
の
関
東
漂
着
は
、
二

回
あ
る
。
一
回
目
は
慶
長
六
年
八
月
、
上
総
大
多
喜
浦
に
漂
着
し
た

セ
レ
ラ
・
ジ
ュ
ア
ン
・
エ
ス
ケ
ラ
で
あ
り
（『
慶
長
見
聞
集
』）、
二

回
目
は
慶
長
十
四
年
九
月
、
上
総
岩
和
田
沖
で
難
破
し
た
元
フ
ィ
リ

ピ
ン
総
督
ド
ン
・
ロ
ド
リ
コ
・
デ
・
ビ
ベ
ロ
で
あ
る
（『
増
訂
異
国

日
記
抄
』）。

　

と
り
わ
け
、
ビ
ベ
ロ
に
対
し
て
は
、
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
鉱
夫

招
聘
の
交
渉
船
と
し
て
送
還
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
家
康
が
、

ビ
ベ
ロ
ら
の
帰
国
の
た
め
提
供
し
た
船
舶
は
、
二
回
と
も
、
三
浦
按

針
が
家
康
の
た
め
に
建
造
し
た
洋
式
小
帆
船
で
あ
る
。
家
康
は
、
初

め
て
手
に
入
れ
た
太
平
洋
を
渡
る
船
を
、
ス
ペ
イ
ン
鉱
夫
招
聘
の
交

渉
の
た
め
に
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
国
に
送
還
さ
せ
た
エ
ス
ケ
ラ
、お
よ
び
ビ
ベ
ロ
の
返
礼
大
使
は
、

二
回
と
も
家
康
の
要
請
に
よ
り
浦
賀
湊
に
入
港
し
て
い
る
。
そ
の
浦

賀
貿
易
を
管
轄
し
て
い
た
の
は
船
奉
行
向
井
政
綱
・
忠
勝
父
子
で
あ

り
、
返
礼
大
使
が
浦
賀
に
着
岸
す
る
都
度
、
仰
せ
を
受
け
て
接
待
し
、

自
ら
も
商
売
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
浦
按
針
の
マ
ニ
ラ
渡
海

　

浦
賀
湊
は
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）、
マ
ニ
ラ
の
ス
ペ
イ
ン
商
船

が
入
港
し
て
以
来
、
毎
年
、
入
港
し
通
商
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
そ
の
一
方
、
慶
長
十
一
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
顧
問
会
議
で
は
、
マ
ニ

ラ
が
日
本
と
通
商
す
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
提
案
が
出
さ
れ

た
。
こ
の
重
大
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
宣
教
師
ベ
ア
ト
・
ル
イ
ス
・

ソ
テ
ー
ロ
は
、
役
立
つ
交
渉
人
と
し
て
三
浦
按
針
を
マ
ニ
ラ
へ
送
る

案
を
示
唆
し
た
。
そ
の
結
果
、
三
浦
按
針
は
慶
長
十
三
年
五
月
、
マ

ニ
ラ
に
お
い
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
ビ
ベ
ロ
と
会
見
し
て
い
る
（『
ベ

ア
ト
・
ル
イ
ス
・
ソ
テ
ー
ロ
伝
』）。
総
督
ビ
ベ
ロ
は
、
三
浦
按
針
と

会
見
の
結
果
、
獄
中
に
あ
っ
た
八
幡
船
の
徒
者
を
残
ら
ず
日
本
に
帰

国
さ
せ
、
八
幡
船
問
題
に
終
止
符
を
打
ち
、
浦
賀
貿
易
を
再
開
す
る

こ
と
を
決
し
五
月
二
七
日
、
家
康
に
書
簡
を
し
た
た
め
た
。
こ
の
五
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月
二
七
日
は
西
暦
七
月
九
日
に
あ
た
り
、『
ベ
ア
ト
・
ル
イ
ス
・
ソ
テ
ー

ロ
伝
』
に
あ
る
「
同
年
七4

月
九4

日
、
家
康
及
び
秀
忠
に
書
状
を
認し
た
ため

た
」
と
い
う
記
述
と
、
日
付
が
ピ
タ
リ
と
一
致
す
る
（『
増
訂
異
国

日
記
抄
』）。

…
当
所
数
年
逗
留
之
日
本
人
徒
者
共
候
而　

所
之
騒
ニ
罷
成
候

之
間　

当
年
者
壹
人
も
不
相
残
帰
国
之
儀
申
付
候　

…
如
例
年

今
年
も
黒
船
差
渡
候
、
則
す
な
わ
ち

到
関
東
4

4

可
乗
入
之
旨　

安
子
4

4

申
付

候　

併
あ
わ
せ
て

海
路
不
任
雅が

意い

候
へ
は　

日に
ち
い
き
ち
ゅ
う
は

域
中
者
、
皆
以
御
国
之

儀
候
之
間　

何
所
へ
成
共　

風
次
第
可
入
津
之
由
申
付
候
、
此

加か

飛ぴ

丹た
ん

同
船
中
者も
の
ど
も共　

御
馳
走
奉
あ
お
ぎ
た
て
ま
つ
り
仰
候
…

　

ビ
ベ
ロ
は
、
ア
ク
ニ
ヤ
の
後
を
受
け
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
に
就
任

し
た
旨
を
述
べ
、
数
年
来
、
逗
留
の
日
本
人
徒
者
を
一
人
残
ら
ず
帰

国
さ
せ
る
こ
と
、
以
後
、
紛
争
が
再
発
せ
ぬ
こ
と
を
望
む
こ
と
、
貴

国
か
ら
の
商
船
は
毎
年
四
隻
に
限
る
こ
と
、
そ
し
て
「
関
東
4

4

」（
浦

賀
湊
）
に
入
港
す
べ
き
旨
「
安
子
4

4

」
に
申
付
け
、「
加か

飛ぴ

丹た
ん

」（
船
長
）

以
下
の
饗
応
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
右
の
家
康
宛
の
書
状
「
安
子
」

（A
nge

）
は
按
針
の
こ
と
で
、「
加
飛
丹
」（
蘭
語 Capitao

）
は
船

長
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
の
サ
ン
・
イ
ル
デ
フ
ォ
ン
ソ
号
の
船
長
は
、
フ
ァ
ン
・

ヒ
ル
に
よ
り
⑷
、
フ
ァ
ン
・
バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
・
デ
・
モ
リ
ナ
で
、
按

針
＝
航
海
士
は
フ
ァ
ン
・
バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
・
ノ
レ
と
確
定
し
て
い
る
。

フ
ァ
ン
・
ヒ
ル
は
、「
安
子
」
は
単
な
る
航
海
士
の
ノ
レ
と
し
て
い

る
が
、
右
の
書
翰
を
、
は
じ
め
て
刊
行
し
た
外
交
官
Ｃ
・
Ａ
・
レ
ラ

は
、「
安
子
」
は
、
職
名
の
按
針
＝
航
海
士
で
は
な
く
、
三
浦
按
針

を
指
し
て
い
る
と
推
測
し
て
お
り
、
筆
者
も
、
Ｃ
・
Ａ
・
レ
ラ
と
同

意
見
で
あ
る
⑸
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
当
時
、
外
交
文
書
を
掌
っ
て
い
た
以い
し
ん
す
う
で
ん

心
崇
伝

が
翻
訳
し
た
書
翰
を
通
覧
す
る
と
、
航
海
士
＝
按
針
を
「
安
子
」
と

翻
訳
し
た
書
翰
は
、
こ
の
一
通
の
み
で
あ
る
こ
と
。
フ
ァ
ン
・
ヒ
ル

は
、『
ベ
ア
ト
・
ル
イ
ス
・
ソ
テ
ー
ロ
伝
』
に
い
う
三
浦
按
針
の
マ

ニ
ラ
渡
海
説
に
つ
い
て
、
何
ら
検
証
し
て
お
ら
ず
、
家
康
の
使
者
は

誰
な
の
か
に
つ
い
て
も
、
一
切
、
言
及
し
て
い
な
い
。
総
督
ビ
ベ
ロ
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は
、
船
長
モ
リ
ナ
を「
こ
の
船
と
使
節
の
長
に
定
め
た
」の
で
あ
り
⑹
、

こ
の
日
本
行
き
の
イ
ル
デ
フ
ォ
ン
ソ
号
に
は
、
マ
ニ
ラ
に
渡
海
し
た

家
康
の
使
者
も
同
船
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
総
督
ビ
ベ
ロ
が
関
東

入
港
を
指
示
し
た
「
安
子
」
は
、
船
長
モ
リ
ナ
の
指
揮
下
に
あ
る
単

な
る
職
名
の
按
針
＝
航
海
士
で
は
な
く
、
人
名
の
三
浦
按
針
と
考
え

ら
れ
る
。

　

三
浦
按
針
を
指
し
た
言
葉
は『
異
国
日
記
抄
』（
一
五
六
頁
）に「
ア

ン
ジ
」、
異
国
御
朱
印
帳
の
慶
長
十
一
年
十
月
十
日
付
、
家
康
の
パ

タ
ニ
商
館
長
宛
の
通
行
許
可
証
に
「
安
仁
」
と
あ
り
、
ま
た
セ
ー
リ

ス
の
『
日
本
渡
航
記
』（
一
〇
四
頁
）
に
は
、「
ア
ン
ジ
（A

nge

）」

は
、
土
地
で
、
そ
う
呼
ば
れ
る
ア
ダ
ム
ス
君
の
こ
と
だ
と
記
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
う
し
て
、
豊
臣
秀
吉
時
代
か
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
近
海
で
恐
れ

ら
れ
て
い
た
八
幡
船
の
存
在
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
三
浦
按
針
が

重
用
さ
れ
た
の
は
、
も
と
も
と
ス
ペ
イ
ン
と
の
通
商
確
立
の
た
め
で

あ
り
、
彼
が
、
外
交
顧
問
と
し
て
そ
の
本
領
を
発
揮
し
た
の
は
、
正

に
こ
の
と
き
で
あ
ろ
う
。

浦
賀
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
院
の
建
立

　

慶
長
十
三
年
七
月
、
浦
賀
湊
に
お
け
る
通
商
が
円
滑
に
行
わ
れ
る

よ
う
、
浦
賀
住
民
が
ス
ペ
イ
ン
人
に
対
し
て
狼
藉
を
禁
ず
る
高
札
が

立
て
ら
れ
た
（「
御
制
法
」
六
）。

　
　
　
　

三
浦
之
内
浦
賀
之
津

対
呂
宋
商
船
狼
藉
之
儀　

堅
被こ
れ
を
ち
ょ
う
じ
せ
ら
れ
お
わ
ん
ぬ

停
止
之
訖　

若も
し

於い
は
い
の
や
か
ら
に

違
背
之

輩お
い
て

者は

速
可げ
ん
か
に
し
ょ
す
べ
き

処
厳
科
之
旨　

依お
お
せ
に
よ
っ
て
げ
ち

仰
下
知
如
く
だ
ん
の

件ご
と
し

　

慶
長
十
三
年
七
月
日　
　
　

対
馬
守
（
安
藤
重
信
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
炊
助
（
土
井
利
勝
）

　

ま
た
同
年
、
浦
賀
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
院
が
創
設
さ
れ
た
。
高

札
に
し
て
も
、
修
道
院
の
創
設
に
し
て
も
、
三
浦
按
針
が
マ
ニ
ラ
で

総
督
ビ
ベ
ロ
と
会
見
し
た
際
、
ビ
べ
ロ
が
求
め
た
必
須
の
条
件
で

あ
っ
た
ろ
う
。
レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
著
『
日
本
切
支
丹
宗
門
史
上
巻
』

一
六
〇
八
年
条
に
、「
…
同
年
、
江
戸
と
伏
見
の
修
道
院
が
再
興
さ
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れ
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
人
々
は
、
江
戸
か
ら
十
二
リ
ュ
ー
距
っ

た
関
東
の
小
港
浦（浦
賀
）河
に
、
更
に
も
う
一
箇
所
、
修
道
院
を
建
て

た
…
」
と
記
し
、「
哀
れ
で
み
す
ぼ
ら
し
い
」
と
あ
る
か
ら
、
僅
か

に
宗
教
的
な
趣
を
漂
わ
せ
た
簡
素
な
建
物
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
貿
易
代
理
店
と
し
て
の
役
割
も
兼
ね
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

修
道
士
た
ち
は
、
浦
賀
に
祈
り
の
た
め
の
一
画
を
貰
い
受
け
、
修

業
生
活
を
し
な
が
ら
布
教
に
励
み
、
そ
の
一
方
、
貿
易
に
お
け
る
通

訳
や
商
品
売
買
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
会
へ
の
優
遇
は
、
家
康
の
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
鉱
山

技
師
招
聘
の
実
現
の
た
め
の
、
や
む
を
得
ぬ
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
う
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
は
、
江
戸
と
浦
賀
の
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
修
道
院
を
中
心
に
活
発
に
行
わ
れ
、
街
道
に
沿
っ
て
広
が
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
通
商
の
成
立

　

イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
と
の
通
商
は
、
家
康
の
働
き
か
け
に
よ
っ

て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
。
両
国
の
東
印
度
会
社
の
使
節
が
日
本
に

派
遣
さ
れ
、
三
浦
按
針
の
斡
旋
に
よ
り
成
立
し
た
、
い
わ
ば
受
け
身

で
あ
り
、
し
か
も
、
オ
ラ
ン
ダ
と
の
通
商
成
立
は
三
浦
按
針
の
来
日

か
ら
九
年
後
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
そ
れ
は
十
三
年
も
経
て
か
ら

で
あ
る
。

　

家
康
が
、
浦
賀
を
、
単
な
る
貿
易
港
と
す
る
目も
く

論ろ

見み

で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
布
教
が
伴
う
旧
教
国
ス
ペ
イ
ン
国
と
の
通
商
は
止
め
、
三

浦
按
針
を
介
し
、
直
ち
に
、
布
教
を
し
な
い
理
想
的
な
イ
ギ
リ
ス
・

オ
ラ
ン
ダ
貿
易
に
切
り
替
え
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
家
康
の
力

を
以
っ
て
す
れ
ば
、
浦
賀
に
両
国
の
商
館
を
置
く
こ
と
な
ど
容
易
で

あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
平
戸
に
両
商
館
を
設
置
す
る
希
望
を
容
易
に

認
め
、
商
船
の
浦
賀
入
港
さ
え
指
定
し
て
い
な
い
。
浦
賀
に
は
、
僅

か
に
三
浦
按
針
の
面
目
を
保
ち
、
平
戸
イ
ギ
リ
ス
商
館
の
浦
賀
支
店

が
置
か
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
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向
井
氏
と
渡
海
朱
印
状

　

メ
キ
シ
コ
総
督
は
、
元
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
ビ
べ
ロ
ら
を
送
還
し
た

返
礼
大
使
と
し
て
、
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ビ
ス
カ
イ
ノ
を
浦
賀
に
派
遣

し
た
。
ビ
ス
カ
イ
ノ
が
浦
賀
湊
に
着
岸
し
た
の
は
慶
長
十
六
年
四
月

で
、
彼
ら
は
「
フ
ネ
ア
ス
の
司
令
官
」（
船
奉
行
向
井
政
綱
）、
お
よ

び
「
司
法
官
と
称
す
る
其
地
の
ト
ノ
」（
三
浦
郡
代
官
頭
三
代
・
長

谷
川
長
重
）
に
迎
え
ら
れ
た
（『
ビ
ス
カ
イ
ノ
金
銀
島
探
検
報
告
』）。

ビ
ス
カ
イ
ノ
が
関
東
に
滞
在
中
、
常
に
、
彼
に
付
き
添
っ
て
必
需
品

を
調
達
し
、
江
戸
・
駿
府
に
同
行
し
た
の
は
向
井
将
監
忠
勝
で
あ
っ

た
。
ビ
ス
カ
イ
ノ
は
向
井
忠
勝
を
評
し
「
…
船
舶
司
令
官
向
井
将
監

殿
の
手
を
経
て
、
前
期
の
指
令
を
受
く
る
交
渉
に
着
手
せ
り
。
此
人

は
大
な
る
好
意
を
以
て
、
一
切
の
請
願
を
援
助
し
、
直
ち
に
我
等
の

希
望
を
皇
太
子
（
秀
忠
）
に
通
じ
た
れ
ば
、
皇
太
子
は
直
ち
に
国
務

会
議
に
命
じ
て
、
司
令
官
が
其
旅
行
の
為
め
、
要
求
す
る
所
の
指
令

を
迅
速
に
与
え
へ
し
め
た
り
…
」
と
書
き
残
し
て
い
る
（『
ビ
ス
カ

イ
ノ
金
銀
島
探
検
報
告
』）。

　

渡
海
朱
印
状
と
い
う
の
は
、
申
請
す
れ
ば
誰
で
も
下
付
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
将
軍
側
近
の
仲
介
を
要
し
た
。
浦
賀
湊
を
出
入
す
る

商
船
に
発
給
さ
れ
る
朱
印
状
は
、
常
に
向
井
氏
の
手
を
経
て
渡
さ
れ

て
い
た
（『
増
訂
異
国
日
記
抄
』）。
向
井
氏
は
、
彼
ら
に
便
宜
を
は

か
る
都
度
、
何
ら
か
の
報
酬
を
得
て
い
た
の
で
あ
り
（『
本
光
国
師

日
記
』
四
巻
）、
そ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
人
に
限
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
・
イ

ギ
リ
ス
人
も
同
様
で
あ
り
、
両
国
の
商
館
長
日
記
に
み
る
よ
う
に
、

彼
ら
は
、
元
和
年
間
ま
で
毎
年
、
向
井
父
子
に
献
上
品
を
贈
っ
て
い

る
。
長
崎
平
戸
に
お
い
て
も
、
そ
の
土
地
の
領
主
へ
の
贈
物
は
日
常

的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
非
公
式
な
が
ら
も
、
彼
ら
が
外
国
で
商
売
を

し
て
い
く
上
で
、
強
い
ら
れ
た
慣
行
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
⑺
。

向
井
忠
勝
の
評
価

　

大
使
ビ
ス
カ
イ
ノ
は
、
関
東
に
滞
在
中
、
船
奉
行
向
井
政
綱
・
忠

勝
父
子
と
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
彼
は
向
井
父
子
を

よ
く
観
察
し
て
い
て
、
二
人
に
接
し
た
感
懐
を
こ
う
記
し
て
い
る
。
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…

将
（
向
井
忠
勝
）
監

殿
の
皇（秀
忠
）
太
子
よ
り
寵
遇
を
受
く
る
こ
と
は
非

常
に
し
て
、
我
等
が
同
市
（
江
戸
）
に
着
き
し
以
来
、
皇
太
子

が
狩
、
猟
、
其
他
の
為
め
に
外
出
す
る
時
、
彼
は
そ
ば
に
従
は

ざ
る
こ
と
な
く
、
当
国
の
貴
族
な
ど
よ
り
大
に
羨
望
せ
ら
る
。

特
に
人
質
と
し
て
当
宮
廷
に
在
る
王
侯
の
子
息
及
び
孫
達
は
、

彼
の
祖
父
及
び
先
祖
の
事
蹟
、
身
分
賤
し
か
り
し
事
、
其
他
を

暴
露
せ
り
。
此
の
信
仰
な
き
国
民
の
間
に
、
嫉
妬
の
盛
な
る
を

見
る
は
嘆な
げ

か
は
し
き
こ
と
な
り
。
然
れ
ど
も
、
彼
は
大
な
る
思

慮
あ
り
て
善
く
之
を
忍
び
、
或
人
々
に
対
し
て
は
、
彼
の
父
並

び
に
彼
が
、忠
誠
を
以
て
皇
帝
並
に
皇
太
子
に
尽
し
た
る
所
は
、

與
へ
ら
れ
た
る
名
誉
に
相
当
せ
り
と
言
へ
り
。
彼
等
向
井
父
子
は
、

武
器
を
手
に
し
て
己
の
力
を
以
て
獲
得
し
た
る
が
故
に
、
大
に

こ
れ
を
大
切
に
思
へ
り
…（『
ビ
ス
カ
イ
ノ
金
銀
島
探
検
報
告
』）

　

イ
ギ
リ
ス
商
館
長
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
は
元
和
二
年
（
一
六

一
六
）
九
月
、
将
軍
秀
忠
か
ら
新
通
商
許
可
証
を
給
わ
り
、
三
浦
按

針
の
案
内
で
三
浦
三
崎
の
向
井
政
綱
邸
（
現
在
の
最
福
寺
の
地
）
を

表
敬
訪
問
し
た
際
、
向
井
忠
勝
の
三
崎
の
新
邸
（
現
在
の
三
浦
市
役

所
の
地
）
を
見
学
し
、「
こ
の
人
は
、
我
々
が
日
本
に
有
す
る
最
良

の
友
人
の
一
人
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
日

記
』）。
向
井
忠
勝
は
、
コ
ッ
ク
ス
か
ら
も
深
い
信
頼
を
受
け
て
い
た

こ
と
が
判
る
。

向
井
忠
勝
と
浦
賀
貿
易

　

向
井
忠
勝
は
、
ビ
ベ
ロ
が
浦
賀
湊
に
滞
在
中
、
ビ
ベ
ロ
に
随
行
し

て
い
た
某
ス
ペ
イ
ン
商
人
に
日
本
商
品
を
託
し
、
そ
の
売
上
金
を
以

て
ス
ペ
イ
ン
商
品
を
購
入
し
、
浦
賀
に
送
る
よ
う
依
頼
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
不
履
行
に
終
わ
り
大
使
ビ
ス
カ
イ
ノ

に
訴
え
た
。
ビ
ス
カ
イ
ノ
は
、
浦
賀
在
住
の
宣
教
師
や
自
分
た
ち
の

待
遇
は
、
全
く
向
井
氏
の
掌
中
に
あ
る
の
で
、
七
百
ペ
ソ
に
相
当
す

る
布
地
お
よ
び
羅
紗
を
以
て
弁
済
し
た
と
い
う
（『
ビ
ス
カ
イ
ノ
金

銀
島
探
検
報
告
』）。

　

ま
た
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
西
国
か
ら
多
く
の
商
人
が
浦
賀



― 10 ―

に
や
っ
て
来
て
、
商
品
売
買
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
へ
、

用
人
と
称
す
る
二
人
の
「
将
軍
の
買
物
掛
」
が
や
っ
て
来
て
、
ス
ペ

イ
ン
商
品
を
買
い
付
け
る
と
流
言
し
た
た
め
、
誰
も
商
品
を
購
入
す

る
者
は
な
く
売
れ
残
っ
た
。
そ
こ
で
ビ
ス
カ
イ
ノ
は
二
人
を
呼
び
、

な
ら
ば
将
軍
の
朱
印
状
を
見
せ
よ
と
言
う
と
、
両
人
は
平
伏
し
、
将

軍
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
白
状
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
用
人
が
何
者
な
の
か
不
詳
だ
が
、
ビ
ス
カ
イ
ノ
は
、
以
後
、

そ
れ
ま
で
ス
ム
ー
ス
で
あ
っ
た
向
井
忠
勝
と
の
間
に
障
阻
が
生
じ
た

と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
向
井
氏
の
手
の
者
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
「
将
軍
の
買
物
掛
」
と
い
う
先
買
特
権
の
行
使
は
、
秀
吉

時
代
か
ら
行
わ
れ
、
家
康
・
秀
忠
の
時
代
に
限
っ
て
み
え
る
役
職
で

あ
る
。
慶
長
十
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
通
商
許
可
証
に
は
「
船

中
之
荷
物
之
儀
ハ　

用
次
第
目
録
ニ
而て　

可め
し
よ
す
べ
き

召
寄
事
」
と
書
か
れ
、

将
軍
が
優
先
的
に
購
入
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
。
島
津
家

の
記
録
『
旧
記
雑
録
後
編
』
に
も
、
明
船
が
入
港
し
た
場
合
は
急
ぎ

注
進
し
、
珍
品
が
あ
れ
ば
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
よ
う
指
示
し
た
こ

と
が
み
え
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
、
特
に
三
浦
按
針
と
の
関
係
も

あ
っ
て
将
軍
の
買
上
品
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

向
井
忠
勝
は
浦
賀
貿
易
の
統
括
者
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
平
戸
商
館

長
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
と
三
雲
屋
と
の
仲
を
調
停
し
、
三
雲
屋

に
未
払
い
勘
定
を
清
算
さ
せ
、
コ
ッ
ク
ス
に
贈
物
を
さ
せ
和
解
さ
せ

た
こ
と
も
あ
っ
た
（『
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
日
記
』）。
向
井
忠
勝
は
、

浦
賀
貿
易
に
関
し
、
ト
ラ
ブ
ル
の
仲
裁
に
も
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

ビ
ス
カ
イ
ノ
の
金
銀
島
探
検

　

ビ
ス
カ
イ
ノ
が
、
メ
キ
シ
コ
総
督
の
大
使
と
し
て
、
そ
の
使
命
を

帯
び
た
も
の
は
、
日
本
列
島
の
東
海
岸
に
あ
る
と
さ
れ
た
金
銀
島
の

発
見
で
あ
る
。
十
三
世
紀
末
、
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
が
『
東
方
見
聞
録
』

に
、
日
本
を
「
黄
金
の
国
ジ
パ
ン
グ
」
と
書
い
た
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
が
、
日
本
が
黄
金
の
国
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

て
も
、
こ
の
噂
は
久
し
く
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
日
本
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で
は
銀
が
多
量
に
採
掘
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

金
銀
島
に
ま
つ
わ
る
話
が
『
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
日
記
』
に
み
え
る
。

そ
れ
に
は
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
九
月
、
向
井
忠
勝
は
三
浦
按
針

に
向
か
っ
て
、
北
方
に
金
銀
鉱
山
の
富
ん
だ
島
が
あ
り
、
将
軍
が
そ

の
島
を
征
服
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
と
聞
く
、
つ
い
て
は
報
酬
を
出

す
か
ら
、
水
先
案
内
を
務
め
た
ら
ど
う
か
と
申
し
出
る
と
、
三
浦
按

針
は
、
目
下
、
イ
ギ
リ
ス
商
館
に
雇
わ
れ
る
身
で
あ
る
か
ら
、
任
務

を
捨
て
て
、
そ
こ
へ
行
く
訳
に
は
い
か
ぬ
と
拒
絶
し
た
と
い
う
。
こ

の
話
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
向
井
忠
勝
も
ビ
ス
カ
イ
ノ
の
よ
う
に
、
日

本
の
北
方
に
金
銀
島
が
あ
る
と
本
気
で
信
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
三
浦
按
針
や
コ
ッ
ク
ス
の
観
測
で
は
、
そ
ん
な
も
の
は

な
い
と
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ビ
ス
カ
イ
ノ
は
向
井
政
綱
の
取
次
に
よ
り
、
貿
易
の
た
め
と
称
し

日
本
東
西
の
沿
岸
測
量
の
朱
印
状
を
得
る
と
、
慶
長
十
六
年
（
一
六

一
一
）
九
月
、
江
戸
を
発
し
、
陸
奥
越お
っ
き
ら
い

喜
来
か
ら
南
下
し
な
が
ら
測

量
し
、
さ
ら
に
長
崎
に
至
り
、
約
半
年
間
で
日
本
沿
岸
の
測
量
を
終

え
、
慶
長
十
七
年
六
月
、
浦
賀
湊
に
戻
り
、
家
康
・
秀
忠
に
海
図
を

一
面
ず
つ
進
呈
し
た
⑻
。
次
い
で
、
船
舶
を
修
理
し
食
料
を
積
込
む

と
、こ
れ
幸
い
と
、帰
国
を
装
っ
て
浦
賀
を
出
帆
し
、測
量
図
に
従
っ

て
金
銀
島
の
探
検
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
架
空
の
金
銀
島
を
発
見
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
ビ
ス
カ

イ
ノ
は
、
再
三
の
暴
風
雨
に
遭
遇
し
、
船
舶
は
破
壊
し
、
止
む
を
得

ず
浦
賀
湊
に
戻
り
、
帰
国
の
た
め
の
大
船
建
造
の
援
助
を
家
康
に
請

う
た
。
時
あ
た
か
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
関
わ
る
岡
本
大
八
事
件
に

よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
不
安
が
褪さ

め
や
ら
ぬ
、
慶
長
十
七
年
十
月
で

あ
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
家
康
は
、
日
本
沿
岸
の
測
量
は
貿
易
の

た
め
で
は
な
く
、
金
銀
島
探
検
の
た
め
で
あ
っ
た
事
実
を
知
る
こ
と

に
な
る
。

　

ビ
ス
カ
イ
ノ
が
帰
国
の
術す
べ

を
失
っ
た
と
き
、
そ
の
頼
っ
た
と
こ
ろ

は
初
代
仙
台
藩
主
の
伊
達
政
宗
で
あ
る
。
ビ
ス
カ
イ
ノ
は
奥
州
の
海

岸
を
測
量
し
た
際
、
政
宗
が
メ
キ
シ
コ
と
直
接
通
商
を
開
き
た
い
と

述
べ
た
こ
と
を
想
い
起
し
、
政
宗
に
船
匠
を
貸
与
す
る
こ
と
を
条
件
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に
大
型
帆
船
の
建
造
を
勧
め
、
こ
れ
が
結
実
し
、
政
宗
領
内
に
キ
リ

ス
ト
教
布
教
を
認
め
る
条
件
で
遣
欧
使
節
船
派
遣
に
至
る
の
で
あ

る
⑼
。

伊
達
政
宗
遣
欧
船
と
向
井
将
監

　

伊
達
政
宗
が
遣
欧
使
節
船
の
建
造
を
決
意
し
た
の
は
、
将
軍
秀
忠

の
使
節
ソ
テ
ー
ロ
が
乗
っ
た
秀
忠
の
遣
欧
船
サ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン

号
が
浦
賀
湊
を
出
帆
し
、
浦
賀
水
道
で
擱
坐
し
た
話
を
ソ
テ
ー
ロ
か

ら
聞
い
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
秀
忠
船
は
、
ビ
ス
カ
イ
ノ
の
勧
め
に

よ
り
、
向
井
忠
勝
の
公
儀
大
工
を
し
て
伊
東
で
建
造
さ
せ
た
船
で
、

ビ
ス
カ
イ
ノ
が
浦
賀
湊
を
出
帆
す
る
際
、
そ
の
僚
船
と
し
て
出
港
す

る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
造
期
が
遅
れ
て
出
帆
し
、
そ
の
上
、
積
荷
過

剰
の
た
め
座
礁
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
⑽
。

　

向
井
忠
勝
は
政
宗
の
要
請
に
応
じ
、
慶
長
十
八
年
三
月
、
公
儀
大

工
の
与
十
郎
と
水
手
頭
の
鹿
之
助
・
城
之
助
を
派
遣
し
、
産
物
の
紅

花
お
よ
び
菱
り
ょ
う
し
ょ
く
喰
（
水
草
を
食
べ
る
水
鳥
）
三
羽
を
進
呈
す
る
用
意
が

あ
る
旨
を
伝
え
た
（「
伊
達
貞
山
治
家
記
録
」）。
向
井
忠
勝
が
政
宗

の
相
談
に
の
っ
た
の
は
、
ビ
ス
カ
イ
ノ
の
依
頼
も
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

　

だ
が
、
当
時
、
公
儀
大
工
と
い
っ
て
も
、
大
船
の
造
船
技
術
は
未

熟
で
あ
っ
た
。
浦
賀
に
は
、
後
北
条
氏
時
代
か
ら
伊
勢
水
軍
出
身
の

船
大
工
が
い
て
、
彼
ら
は
三
浦
按
針
が
伊
豆
で
建
造
し
た
洋
式
帆
船

に
二
度
も
携
わ
り
、
秀
忠
船
の
建
造
に
も
携
わ
り
、
ま
た
日
本
側
が

買
い
取
っ
て
浦
賀
湊
に
放
置
さ
れ
て
い
た
、
ビ
ス
カ
イ
ノ
の
洋
式
大

船
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
号
二
世
の
構
造
を
具
に
見
分
し
、
学
ん
だ

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
秀
忠
船
が
浦
賀
水
道
で
擱
座
し
た
こ
と
に
み

る
よ
う
に
、
大
型
船
の
建
造
技
術
に
し
て
も
、
航
海
技
術
に
し
て
も
、

未
熟
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ッ
ク

ス
や
三
浦
按
針
ら
が
口
を
揃
え
て
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
⑾
。
日
本
人

は
、
新
技
術
を
速
や
か
に
学
び
取
り
、
そ
れ
を
模
倣
し
、
改
良
を
加

え
る
能
力
は
優
れ
て
い
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
人
は
そ
れ
を
日
本
人
に
伝

え
る
こ
と
は
消
極
的
で
あ
り
、
言
語
の
不
通
も
伴
っ
て
、
細
か
い
部
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分
に
お
い
て
学
び
取
る
こ
と
は
、
勤
勉
な
日
本
人
で
あ
っ
て
も
、
至

難
の
業わ
ざ

で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ビ
ス
カ
イ
ノ
が
政

宗
と
協
議
し
て
交
わ
し
た
契
約
書
に
み
る
よ
う
に
⑿
、
す
べ
て
の
指

揮
権
は
ビ
ス
カ
イ
ノ
に
あ
り
、
向
井
氏
の
公
儀
大
工
は
そ
の
名
を
連

ね
る
だ
け
で
、
造
船
・
艤
装
の
重
要
な
部
分
を
担
っ
た
の
は
、
ビ
ス

カ
イ
ノ
が
伴
っ
た
船
匠
で
あ
り
、造
船
費
用
か
ら
仙
台
ま
で
の
旅
費
、

荷
物
運
送
費
、
ア
カ
プ
ル
コ
に
到
着
す
る
ま
で
の
ス
ペ
イ
ン
人
航
海

士
や
船
員
の
俸
給
・
食
糧
な
ど
は
、
す
べ
て
政
宗
の
負
担
と
い
う
契

約
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
政
宗
船
は
牡
鹿
郡
月
浦
港
で
建
造
さ
れ

た
。

　

政
宗
船
の
積
荷
は
、
政
宗
・
加
飛
丹
の
荷
物
の
ほ
か
、
向
井
忠
勝

か
ら
商
品
二
、
三
百
梱
、
世
上
か
ら
四
、
五
百
梱
が
積
ま
れ
た（『
政

宗
君
記
録
引
証
記
』）。
向
井
忠
勝
は
政
宗
船
に
便
乗
し
、
家け
に
ん人
に
日

本
商
品
を
託
し
送
り
込
ん
だ
。
慶
長
十
八
年
八
月
一
日
に
は
、
三
浦

按
針
か
ら
猩
々
皮
（
舶
来
の
毛
織
物
）
の
合か
っ
ぱ羽
一
領
が
献
上
さ
れ
、

出
帆
直
前
の
九
月
六
日
、
向
井
忠
勝
か
ら
、
航
海
安
全
を
祈
る
書
状

お
よ
び
祈
祷
札
が
届
け
ら
れ
て
い
る
（『
政
宗
君
記
録
引
証
記
』）。

向
井
忠
勝
が
自
ら
奥
州
へ
赴
い
た
形
跡
は
な
い
が
、
政
宗
遣
欧
船
の

件
で
、
終
始
、
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。『
古

談
筆
乗
』
に
よ
る
と
、

自よ
り

将
軍
秀
忠　

有
種
々
土
産
贈
所
附
船
頭
焉
。支は
せ
く
ら倉
六
右
衛
門
、

横
沢
将
監
使
と
し
、
艤ぎ
し
て于
牡
鹿
月
浦
出い
ず
る

也
。

と
述
べ
て
い
る
。
秀
忠
の
遣
欧
船
が
江
戸
湾
口
で
座
礁
し
た
事
実
を

み
れ
ば
、
秀
忠
が
、
政
宗
遣
欧
船
に
船
頭
を
付
け
る
こ
と
は
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
て
、
政
宗
船
は
サ
ン
フ
ァ
ン
・
バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
号
と
命
名

さ
れ
、
九
月
十
五
日
、
奥
州
月
浦
港
を
メ
キ
シ
コ
の
ア
カ
プ
ル
コ
へ

向
け
出
航
し
た
。
乗
組
員
は
大
使
ビ
ス
カ
イ
ノ
を
は
じ
め
、
政
宗
の

使
節
支
倉
六
右
衛
門
長
経
お
よ
び
宣
教
師
ソ
テ
ー
ロ
、
船
長
の
横
沢

将
監
吉
久
、
仙
台
藩
士
今
泉
令
史
ほ
か
五
人
、
雑
役
九
右
衛
門
ほ
か

六
人
、
南
蛮
人
四
〇
人
、
将
監
忠
勝
の
家
人
一
〇
名
ほ
ど
、
商
人
五

〇
名
、
外
人
四
〇
余
名
、
総
じ
て
一
八
〇
余
名
が
乗
り
込
ん
で
い
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た
⒀
。

　

支
倉
六
右
衛
門
が
、
マ
ニ
ラ
で
ジ
ャ
ン
ク
船
を
新
造
し
、
浦
賀
湊

を
経
由
し
て
奥
州
月
浦
港
に
帰
国
し
た
の
は
、
元
和
六
年
（
一
六
二

〇
）
八
月
で
あ
る
（『
伊
達
貞
山
治
家
記
録
』
二
八
）。
そ
れ
は
、
奇

し
く
も
伊
達
政
宗
が
禁
教
の
態
度
を
明
確
に
し
、
公
然
と
禁
教
の
制

札
を
掲
げ
る
二
日
前
で
あ
っ
た
。
支
倉
六
右
衛
門
の
欧
州
に
お
け
る

七
年
余
の
輝
か
し
い
事
績
は
、
禁
教
政
策
の
下
に
消
さ
れ
た
空
し
い

帰
国
で
あ
っ
た
。
主
君
政
宗
の
名
誉
あ
る
使
者
と
し
て
渡
海
し
た
に

も
関
ら
ず
、
唯
々
哀
れ
と
い
う
外
は
な
い
。

　

因
み
に
、
支
倉
六
右
衛
門
の
実
名
は『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』に「
常

長
」
と
記
し
て
い
る
が
、
彼
自
身
が
イ
ス
パ
ニ
ヤ
国
王
や
イ
ル
マ
公

に
宛
て
た
書
翰
、
お
よ
び
ベ
ニ
ス
の
大
統
領
に
宛
て
た
正
式
な
書
簡

に
は
、
す
べ
て
「
長
経
」
と
自
署
さ
れ
て
い
る
と
お
り
⒁
、「
常
長
」

と
い
う
名
は
、
後
世
、
書
き
替
え
た
名
で
あ
る
。

大
使
カ
タ
リ
ー
ナ
追
放
と
三
浦
按
針

　

大
使
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
タ
・
カ
タ
リ
ー
ナ
一
行
が
、
政
宗
船

サ
ン
フ
ァ
ン
・
バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
号
に
乗
り
「
浦
（
浦
賀
）
川
」
に
着
岸
し
た
の

は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
閏
六
月
二
一
日
で
あ
る
。
政
宗
船
の

二
度
目
の
太
平
洋
横
断
で
あ
る
。
と
き
に
大
坂
城
落
城
か
ら
間
も
な

い
頃
で
、
カ
タ
リ
ー
ナ
は
、
さ
ぞ
歓
迎
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
踏
ん
で

い
た
が
、
全
く
当
て
外
れ
で
あ
っ
た
。
カ
タ
リ
ー
ナ
自
身
の
報
告
に

よ
れ
ば
、
禁
教
に
よ
り
二
か
月
も
の
間
、
向
井
忠
勝
の
監
視
の
下
で
、

浦
賀
の
甚
だ
悪
い
家
に
押
し
込
め
ら
れ
、
江
戸
・
駿
府
へ
行
く
こ
と

も
許
さ
れ
ず
、
こ
の
間
、
信
用
す
べ
き
通
訳
も
な
い
ま
ま
、
空
し
く

謁
見
の
機
会
を
待
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
⒂
。

　

向
井
忠
勝
の
注
進
に
よ
り
、
カ
タ
リ
ー
ナ
来
日
の
報
に
接
し
た
家

康
は
、
元
和
元
年
八
月
四
日
大
坂
を
発
し
、
二
三
日
、
駿
府
に
戻
り
、

平
戸
に
い
る
三
浦
按
針
に
駿
府
に
来
る
よ
う
指
令
を
出
し
て
い

る
⒃
。
日
本
広
し
と
雖
も
、
カ
タ
リ
ー
ナ
に
国
外
退
去
を
通
告
し
、

政
令
の
趣
旨
を
正
確
に
伝
え
ら
れ
る
者
は
三
浦
按
針
し
か
い
な
か
っ



― 15 ―

た
。
カ
タ
リ
ー
ナ
は
、
三
浦
按
針
を
介
し
国
書
と
献
上
品
を
携
え
、

家
康
の
下
に
赴
き
国
書
を
提
出
し
た
が
、
こ
の
と
き
カ
タ
リ
ー
ナ
が

齎
し
た
フ
ェ
リ
ペ
三
世
の
書
簡
に
は
、
家
康
が
ビ
ス
カ
イ
ノ
と
条
約

を
結
ん
だ
鉱
夫
派
遣
の
こ
と
は
、
一
切
、
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
た

だ
宣
教
師
の
優
遇
を
願
う
の
み
で
あ
っ
た
。
も
は
や
、
家
康
は
一
言

も
発
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
⒄
。

　

カ
タ
リ
ー
ナ
は
、
再
び
立
ち
戻
る
こ
と
の
な
い
よ
う
強
い
布
告
を

受
け
、
元
和
二
年
八
月
、
政
宗
船
に
乗
り
逃
げ
る
よ
う
に
浦
賀
湊
を

出
帆
し
た
（『
日
本
耶
蘇
教
史
』）。
こ
れ
が
浦
賀
か
ら
メ
キ
シ
コ
へ

向
か
う
最
後
の
貿
易
船
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
マ
ニ
ラ―

浦
賀―

メ
キ
シ
コ
間
の
交
易
ル
ー
ト
は
絶
た
れ
、
浦
賀
外
交
は
ス
ペ
イ
ン
人

鉱
山
技
師
の
招
聘
を
実
現
す
る
こ
と
な
く
、
訣
別
を
迎
え
た
の
で

あ
る
。

向
井
忠
勝
の
委
託
貿
易

　

向
井
忠
勝
は
、
カ
タ
リ
ー
ナ
ら
が
浦
賀
を
出
帆
す
る
直
前
、
委
託

貿
易
を
試
み
、
一
年
前
か
ら
入
牢
し
て
い
た
宣
教
師
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
釈
放
を
請
い
、
こ
れ
が
赦
さ
れ
た
。
デ
ィ

エ
ゴ
と
い
う
人
物
は
一
六
一
五
年
四
月
、
加
藤
嘉
明
の
訴
え
に
よ
り

捕
え
ら
れ
、
以
来
、
獄
中
に
あ
っ
た
（『
日
本
切
支
丹
宗
門
史
』
上
）。

巷
で
は
、
本
多
正
信
・
正
純
父
子
が
中
心
と
な
っ
て
全
国
の
キ
リ
シ

タ
ン
取
締
り
が
行
わ
れ
る
中
、
向
井
忠
勝
は
メ
キ
シ
コ
貿
易
の
巨
利

に
ひ
か
れ
、
カ
タ
リ
ー
ナ
追
放
に
便
乗
し
て
家け
に
ん人
を
デ
ィ
エ
ゴ
に
託

し
、
最
後
の
貿
易
船
と
な
ろ
う
政
宗
船
に
、
日
本
商
品
を
積
み
込
ん

だ
の
で
あ
る
。メ
キ
シ
コ
に
着
し
た
デ
ィ
エ
ゴ
は
、副
王
グ
ワ
ダ
シ
ャ

ラ
に
対
し
、
向
井
忠
勝
と
の
約
束
に
つ
い
て
、「
…
日
本
の
役
人
向

井
将
監
の
有
利
な
商
業
上
の
遠
征
を
導
い
た
た
め
に
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ

が
当
然
、
受
く
べ
き
極
刑
の
免
除
を
請
う
た
…
」
と
奏
上
し
た
と
い

う
（『
日
本
切
支
丹
宗
門
史
』
中
）。

　

船
の
出
帆
を
聞
い
た
伊
達
政
宗
は
元
和
二
年
七
月
、
メ
キ
シ
コ
総

督
に
宛
て
書
簡
を
し
た
た
め
、
船
長
横
沢
将
監
に
託
し
た
。
そ
の
内

容
は
、
先
年
、
政
宗
遣
欧
船
を
渡
海
さ
せ
た
際
、
ソ
テ
ー
ロ
よ
り
、
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政
宗
船
を
メ
キ
シ
コ
に
渡
す
よ
う
堅
く
申
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
、
カ

タ
リ
ー
ナ
ら
を
国
外
追
放
す
る
序つ
い

で
に
、
同
船
を
渡
す
と
い
う
も
の

で
、「
自
今
已い

後ご

ハ
、
季
々
渡
海
さ
せ
可
も
う
す
べ
く申
候
」
と
あ
る
か
ら
⒅

政
宗
は
、
厳
し
い
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
下
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
メ
キ

シ
コ
に
滞
在
す
る
支
倉
六
右
衛
門
に
期
待
を
持
ち
、
再
び
、
メ
キ
シ

コ
か
ら
領
内
に
政
宗
船
を
渡
海
さ
せ
る
夢
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
こ
と

が
判
る
。

　

メ
キ
シ
コ
に
渡
っ
た
政
宗
船
は
、メ
キ
シ
コ
政
府
の
要
望
に
よ
り
、

元
和
五
年
、
日
本
人
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
廉れ
ん

価か

を
も
っ
て
買
い
取

ら
れ
た
⒆
。

向
井
忠
勝
の
キ
リ
ス
ト
教
観

　
「
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
報
告
・
書
簡
集
」
の

中
に
⒇
、
向
井
忠
勝
が
デ
ィ
エ
ゴ
に
語
っ
た
一
節
が
あ
る
。
忠
勝
は

「
…
我
が
一
子
息
を
バ
ー
ド
レ
・
ソ
テ
ー
ロ
に
お
頼
み
し
た
。
そ
の

子
供
は
洗
礼
を
受
け
て
死
去
し
た
が
、
私
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
ら
な

い
の
は
、
こ
の
迫
害
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
の
神
を
望
み
、

貴
殿
の
教
え
を
そ
の
真
の
神
の
教
え
だ
と
信
じ
て
い
る
。
も
し
も
機

会
が
あ
る
な
ら
ば
、
身
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
な
く
、
私
も
キ
リ
シ

タ
ン
に
な
り
た
い
。
し
か
し
、
今
は
生
命
や
領
地
を
失
わ
な
い
た
め

に
、
敢
え
て
キ
リ
シ
タ
ン
に
は
な
り
得
な
い
…
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

死
去
し
た
一
人
の
子
息
と
は
殉
教
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ソ
テ
ー

ロ
と
い
う
人
物
は
、
家
康
が
、
貿
易
の
た
め
に
宣
教
師
の
入
国
を
黙

認
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
サ
ラ
サ
ラ
熟
知
し
て
い
て
、
家
康
・
秀
忠

を
は
じ
め
、
幕
府
の
要
職
に
あ
る
側
近
ら
と
巧
妙
に
接
し
、
そ
の
周

到
な
態
度
は
人
を
畏
服
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
ソ
テ
ー
ロ
が
、

ま
ず
向
井
氏
を
入
信
さ
せ
る
こ
と
に
懸
命
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
だ
が
、
家
康
が
布
教
を
嫌
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ソ
テ
ー

ロ
以
上
に
熟
知
し
て
い
た
の
は
忠
勝
で
あ
り
、
そ
の
忠
勝
が
キ
リ
ス

ト
教
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
一
子
を
洗
礼
さ
せ
た
の

は
商
売
目
的
で
は
な
か
っ
た
か
。生
命
や
領
地
を
失
わ
な
け
れ
ば「
私

も
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
り
た
い
」
と
い
う
忠
勝
の
言
は
、
家
人
に
託
し
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た
メ
キ
シ
コ
貿
易
が
、
デ
ィ
エ
ゴ
の
口
添
え
に
よ
り
成
功
へ
導
く
た

め
の
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
デ
ィ
エ
ゴ
の
報
告
書
は
向
井
忠
勝
の
キ

リ
ス
ト
教
観
を
窺
え
る
も
の
で
、
自
身
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
明
言
し
た
、
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。

貿
易
制
限
令
と
浦
賀
湊
の
閉
鎖

　

家
康
は
浦
賀
開
港
を
実
現
さ
せ
、
十
七
年
と
い
う
長
き
に
亘
っ
て

ス
ペ
イ
ン
人
鉱
夫
の
招
聘
を
要
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に

実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
督
は
、
造
船
技
術
を
日

本
に
伝
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
く
受
け
入
れ
る
意
思
は
な
か
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
日
本
か
ら
の
襲
撃
を

受
け
ず
に
済
ん
だ
の
は
、
日
本
が
マ
ニ
ラ
に
来
襲
す
る
よ
う
な
大
船

の
建
造
技
術
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
技
術
を
伝
え
れ
ば
、

そ
れ
に
乗
っ
て
攻
め
て
来
い
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
新
金

銀
製
錬
法
を
伝
え
、
日
本
に
国
富
を
齎も
た
らす
よ
う
な
行
為
な
ど
、
し
よ

う
は
ず
は
な
い
。
こ
の
事
実
を
み
れ
ば
、
た
と
い
家
康
が
余
命
を
長

く
し
た
と
し
て
も
、
貿
易
港
と
し
て
の
浦
賀
の
生
命
は
、
早
か
れ
、

遅
か
れ
、
同
じ
道
を
辿
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

家
康
の
死
か
ら
、
僅
か
四
か
月
後
の
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
八

月
、
二
代
秀
忠
は
海
禁
政
策
の
強
化
を
露
わ
に
し
、
中
国
船
以
外
の

外
国
船
の
来
航
地
を
長
崎
・
平
戸
に
限
定
し
、
貿
易
関
係
者
に
普
く

通
達
し
、
三
浦
按
針
も
平
戸
へ
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
光
を
放
っ
て
き
た
国
際
貿
易
港
浦
賀
の
生
命
は
絶
た
れ
た
の

で
あ
る
。

ま
と
め

　

家
康
の
浦
賀
外
交
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
浦
賀
湊
へ
商
船
誘
致

を
行
っ
た
の
は
、
一
貫
し
て
ス
ペ
イ
ン
系
商
船
の
み
で
あ
り
、
お
の

ず
と
、
焦
点
は
ス
ペ
イ
ン
一
国
に
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
浮
上
す

る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
、
画
期
的
な
金
銀
製
錬
法
ア
マ
ル
ガ
ム
法
の

導
入
が
、
浦
賀
開
港
の
眼
目
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
家
康
は
マ
ニ
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ラ
か
ら
の
要
請
に
応
え
、
日
本
商
船
の
数
を
限
定
し
「
法
律
」
を
定

め
た
が
、
こ
の
法
律
こ
そ
、
家
康
の
公
貿
易
船
の
証
と
し
て
の
朱
印

船
制
度
の
創
設
で
あ
る
。
つ
ま
り
家
康
の
朱
印
制
度
の
発
祥
は
浦
賀

外
交
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

家
康
は
、
秀
吉
時
代
か
ら
長
崎
に
入
港
し
て
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船

を
浦
賀
に
招
く
こ
と
は
一
切
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
商
船
に

対
し
て
も
、
浦
賀
入
港
を
強
要
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
浦
賀
を
単

な
る
国
際
貿
易
港
と
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
三
浦

按
針
を
遣
っ
て
、
布
教
が
伴
わ
な
い
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
と
の
通

商
に
、
速
や
か
に
切
り
替
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
は
せ
ず
、
毎
年
、
派
遣
さ
れ
る
ス
ペ
イ
ン
人
宣
教

師
を
黙
認
し
、
三
浦
按
針
を
マ
ニ
ラ
に
渡
海
さ
せ
、
中
断
し
て
い
た

ス
ペ
イ
ン
船
の
入
港
を
再
開
し
、さ
ら
に
、ス
ペ
イ
ン
貿
易
が
ス
ム
ー

ス
に
い
く
よ
う
、浦
賀
住
民
の
濫
妨
狼
藉
を
禁
止
す
る
高
札
を
立
て
、

浦
賀
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
院
の
地
ま
で
提
供
し
た
。
禁
教
令
発
布

に
よ
り
、
カ
タ
リ
ー
ナ
に
国
外
退
去
を
通
告
し
政
令
の
趣
旨
を
伝
え

た
の
は
三
浦
按
針
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
み
れ
ば
、
三
浦
按
針

は
対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
の
た
め
重
用
し
た
と
考
え
て
よ
い
。

　

家
康
は
、
ス
ペ
イ
ン
国
と
の
親
交
に
力
を
注
ぐ
余
り
、
常
に
宣
教

師
の
布
教
に
注
意
を
払
い
、
禁
教
令
は
、
時
に
は
厳
し
く
、
時
に
は

緩
め
ら
れ
慎
重
に
操
ら
れ
て
き
た
。
秀
吉
の
ご
と
き
強
い
弾
圧
を
与

え
な
か
っ
た
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
鉱
夫
派
遣
に
期
待
し
、
政
治
資
金

を
確
保
す
る
こ
と
を
優
先
し
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
浦
賀
外
交
に
家

康
の
鉱
山
業
に
対
す
る
鋭
意
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

対
ス
ペ
イ
ン
交
渉
は
、
そ
の
当
初
か
ら
両
国
の
目
的
に
大
き
な
ズ

レ
が
あ
り
、
家
康
の
粘
り
強
い
交
渉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
ま
で

折
り
合
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
貿
易
港
と
し
て
の
浦
賀
の
生
命
は
、

家
康
の
死
に
よ
り
、
僅
か
一
〇
数
年
で
終
焉
を
迎
え
た
が
、
浦
賀
を

舞
台
と
し
た
メ
キ
シ
コ
交
渉
の
失
敗
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
、
鎖

国
へ
と
導
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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日
本
史
料
』
十

二
之
十
二　

四
六
六
頁

⒃　
『
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
日
記
』
一
六
一
五
年
九
月
一
日
条

⒄　
『
大
日
本
史
料
』
十
二
之
十
二　

四
六
七
頁

⒅　
「
南
蛮
国
書
翰
案
文
」『
大
日
本
史
料
』
十
二
之
十
二　

五
〇
〇
頁

⒆　

 『
大
日
本
史
料
』
十
二
之
十
二　

メ
キ
シ
コ
総
督
宛
書
簡
「
西
班
牙
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国
セ
ビ
ー
ヤ
市
イ
ン
ド
文
書
館
文
書
」
五
一
三
頁
お
よ
び
五
一
四
頁

⒇　
 

佐
久
間
正
訳
『
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
シ
リ
ー
ズ
』
四　

一
九
七
一

年




